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１-１ 背景・目的 

本市は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成 14

年法律第 92 号）第３条第１項の規定に基づき、平成 26 年３⽉ 28 ⽇に「南海トラ

フ地震防災対策推進地域」に指定され、春⽇井市地域防災計画（地震災害対策計画）

に基づき、災害予防計画・災害応急対策計画・災害復旧計画を定め、必要な対策を

進めてきた。 

この地域で発⽣することが予想されている南海トラフ地震のような⼤規模災害

により、⾏政⾃体にも被害が及び、機能が低下してしまう中で、本市が⾃らの責務

を果たしていくために、業務継続性の確保をすることが喫緊の課題となっている。 

このため、⼤規模災害が発⽣し、⼈員、物資、ライフラインなどの資源が制約さ

れた状況下であっても、本市の機能を維持するため、あらかじめ優先されるべき災

害応急対策業務及び継続すべき優先度の⾼い通常業務を⾮常時優先業務として選

定し、早期の復旧と適正な業務執⾏を⾏うための事前対策として、平成 26 年に策

定された「春⽇井市業務継続計画【地震編】」を改定し、市⺠の⽣命、⾝体及び財

産を保護し、市⺠への影響を最⼩限にとどめることを本計画の⽬的とする。 
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１-２ 効果 

本計画の効果は、次のとおりである。 

（１）⾮常時に⾏うべき業務を明確にすることで、業務開始時間の短縮や、発

災直後の業務レベルが向上し、被災時の迅速な活動開始が可能となる。 

（２）中断せざるを得ない業務を明確にし、⾮常時の業務執⾏体制を迅速に整

えることが可能となる。 

（３）事前に業務再開における課題を抽出し、組織として共有することで、将

来に向けた課題の解消と業務継続能⼒の向上につなげることが可能とな

る。 

（４）⼤規模地震災害を想定した本計画の策定により、他の⾃然災害への対応

も可能となる。 

（５）⺠間企業の事業継続への影響を抑えることが可能となる。 
 

 
図１ 業務継続計画の導入による効果のイメージ 

 

 

  

（出典：大規模災害発生時における
地方公共団体の業務継続の手引き） 

約２週間 約１か月 
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１-３ 春日井市地域防災計画との関係 

春⽇井市地域防災計画は、災害対策基本法第 42 条（市町村地域防災計画）の規

定に基づき、地震等の災害に対処するため、春⽇井市の処理すべき事務⼜は業務に

関し、関係機関の協⼒業務を含めた総合的かつ計画的な防災対策の推進を図ること

により、市⺠のかけがえのない⽣命、⾝体及び財産を保護することを⽬的とした計

画である。 

⼀⽅、本計画は、市庁舎及び職員が⼤規模災害等で被災したことを前提としてお

り、⾏政機能が低下し、利⽤できる資源（庁舎、職員、資機材等）に制約がある状

況下において、春⽇井市地域防災計画で定めた市が⾏うべき業務に加えて、通常の

⾏政サービスにおける業務継続の実⾏性を担保することを⽬的とした計画である。 

表１ 春日井市地域防災計画と春日井市業務継続計画の比較 

 春日井市地域防災計画 春日井市業務継続計画 

計画の趣旨 

・被災時⼜は事前に実施すべき
災害対策に係る実施事項、役割
分担等を規定する。 

・被災時の限られた必要資源を
基に、⾮常時優先業務を⽬標と
する時間 ま でに実施 で きるよ
う規定する。 

行政の被災 

・特に想定はない。 ・庁舎、職員、電⼒、情報システ
ム、通信等の必要資源が被災す
る可能性 が あること を 前提と
する。 

対象業務 

・災害予防業務 
・災害応急対策業務 
・災害復旧・復興業務 

・優先度の⾼い通常業務 
・災害応急対策業務 
・優先度の⾼い災害復旧業務 

計画発動期間 

・災害予防段階から災害応急対
策、復旧・復興期までの期間 

・⼤規模地震発⽣から災害応急
対策がお お むね完了 す るまで
の期間 

職員の業務執行環境 ・記載はない。 ・記載している。 
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図２ 各計画と業務の相関関係 

 

１-４ 適用範囲 

（１） 対象業務及び組織 

本計画において対象とする⾮常時優先業務は、優先度の⾼い通常業務、災害応急

対策業務及び優先度の⾼い災害復旧・復興業務とし、各々対象とする組織について

は、次のとおりである。 

ア 優先度の⾼い通常業務 

本市の条例、規則等で定められた事務分掌に従う業務及びその業務を⾏う

部署とする。 

イ 災害応急対策業務及び優先度の⾼い災害復旧・復興業務 

春⽇井市地域防災計画に定める災害応急対策、復旧・復興業務及びその業

務を⾏う災害対策本部、施設配備態勢及び災害⽀援本部の組織とする。 
 
（２） 非常時優先業務の実施期間 

本計画に基づく⾮常時優先業務を実施する期間は、⼤規模地震発⽣からおおむね

２週間以内（災害応急対策がおおむね完了すると⾒込まれる期間）とする。 
  

通常業務 
優先度の⾼い通常業務 

災害応急対策業務 

優先度の⾼い災害復旧・復興業務 
災害復旧業務 

業
務
継
続
計
画 

地
域
防
災
計
画 

災害予防業務 
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１-５ 計画の方針 

（１） 基本方針 

本計画において、次の基本⽅針に基づき、⾮常時優先業務の選定を⾏い、資源の

配分等について検討する。 

ア ⼤規模災害から市⺠等の⽣命、⾝体及び財産を守ることを最⼤の⽬的とす

る。 

イ 市⺠⽣活や市内の社会経済活動機能の維持及び早期復旧に努める。 

ウ 業務継続のために必要な体制をとり、必要な資源を最⼤限有効に活⽤す

る。 
 
（２） 対応方針 

本計画において、基本⽅針を踏まえ、次の対応⽅針に基づき、業務継続のための

必要な体制を定め、⾮常時優先業務を実施する。 

ア ⼤規模災害発⽣時は、⾮常時優先業務を優先して実施し、その中でも災害

応急対策業務を最優先とする。 

イ ⾮常時優先業務の実施に必要となる⼈員や資機材の資源の確保及び配分

は、組織横断的に調整する。 

ウ ⾮常時優先業務の実施に必要となる⼈員や資機材を確保するため、⾮常時

優先業務以外の通常業務については、積極的に休⽌及び抑制する。その後、

⾮常時優先業務に影響を与えない範囲で、順次再開を⽬指す。 
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１-６ 発動・解除 

（１） 発動 

本計画に基づく⾮常時優先業務の実施は、次のいずれかに該当する場合に発動す

る。 

ア 愛知県⻄部で震度５弱以上の地震が発⽣した場合 

（災害対策本部第２次⾮常配備態勢時に⾃動発動する。） 

イ その他、災害対策本部⻑が必要と認めた場合 

（災害対策本部⻑宣⾔によって発動する。） 
 
（２） 解除 

災害対策本部⻑は、災害応急対策が概ね完了したと認めた時は、⾮常時優先業務

の解除を宣⾔する。 

ただし、各部⻑は、解除宣⾔前であっても、災害応急対策の進捗状況に応じて、

休⽌した通常業務を順次再開させるものとする。 
 
（３） 発動及び解除の周知 

業務継続計画の発動⼜は解除を⾏う場合には、市ホームページ、安全安⼼情報ネ

ットワーク、報道機関などを通じて市⺠に広く周知し、市の業務体制の移⾏につい

て、市⺠・企業等に理解と協⼒を求める。 
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優先度の高い通常業務を実施 

 

災害応急対策業務及び優先度の高い災害復旧・復興業務を実施 

災害応急対策期 

 

平常時 

職員が順次参集場所へ参集 

必要に応じて左記の

体制を継続 

順次平常時の体制を

再開していく （本部長宣言） 

解除 非常時優先業務発動 

２週間～ ～２週間 ～１週間 ～３日 ～１日 ～３時間 

終息期（災害復旧・復興期） 

（自動又は本部長宣言） 
【業務継続力向上の

ための対策】 

 

 
 
 

・対策目標の達成 

（ハード対策目標、 

ソフト対策目標） 

・業務継続管理 

（BCM） 

 

・非常時優先業務

の実施手順作成 

【市長不在時の権限代行】 

副市長（春日井市副市長事務分担規則による）⇒総務部長 

⇒財政部長 

【職員の参集（推計）】 ※対象職員 1,866 人 

【非常時優先業務の実施】 

その他の通常業務を

順次再開していく 

残された災害復旧・

復興業務を実施 

左記以外 優先度が高い 

災害復旧・復興業務 

＜太枠同士が関連＞ 

災害予防計画 災害応急対策計画 

災害復旧・復興計画 

大
規
模
地
震
発
生
（
冬
平
日
早
朝
５
時
） 

１-７ 計画のイメージ 

本計画のイメージとして、平常時〜地震発⽣〜災害応急対策終息期に係る内容に

ついて整理すると図 3 のとおりとなる。 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

図３ 計画のイメージ 
 

【地域防災計画】 
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２-１ 前提とする地震・市域の被害想定 

本計画において前提とする地震及び市域の被害想定は、平成 26 年３⽉の愛知県

防災会議地震部会で⽰された「過去地震最⼤モデル」を被害想定の数値として採⽤

することとした。ただし、最⼤限の被害を想定する必要があるため、公表されてい

る範囲において「理論上最⼤想定モデル」の被害想定の数値を基準とする。 

「過去地震最⼤モデル」は本市の地震対策を進める上で軸となる想定として位置

付けられるものであり、「理論上最⼤想定モデル」の対策に準ずるものである。 

その被害想定による市内の震度予想分布については図 4 のとおりであり、愛知

県防災会議地震部会が公表した市内の被害数量等に基づく被災シナリオについて、

表 2 のとおり整理した。 

■過去地震最⼤モデル…南海トラフで繰り返し発⽣している地震・津波のうち、発⽣した
ことが明らかで規模の⼤きいもの（宝永地震・安政東海地震・安政南海地震・昭和東南海
地震・昭和南海地震の５地震）を重ね合わせたモデル 

■理論上最⼤想定モデル…南海トラフで発⽣するおそれのある地震・津波のうち、千年に
⼀度、あるいはそれよりもっと発⽣頻度が低いもので、「命を守る」という観点で想定外
をなくすことを念頭に地震対策を講じることが不可⽋であることから、あらゆる可能性
を考慮して想定した最⼤クラスの地震モデル 
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図４ 春日井市内の震度予想分布図 

  

過去地震最大モデル 

理論上最大想定モデル 
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２-２ 発災時刻の設定 

本計画における想定地震の発災時刻は、 

冬の平日 早朝５時  とする。 

設定の理由を次のとおり⽰す。 

（１）職員は、基本的に⾃宅で就寝中であり、⾮常参集を必要とすること。 

（２）早朝の参集となり、早期の参集及び⼈員の確保が困難な時間帯であるこ

と。 

（３）市⺠は、基本的に⾃宅で就寝中であり、冬の早朝５時は市内での負傷者

の想定数が⼀番多いことが予想されること。 
 

なお、「冬の平⽇ 早朝５時」という時期⼜は時間帯以外で懸念しなければなら

ない事項を次のとおり⽰す。 

（１）施設内の市⺠に対する迅速かつ的確な避難誘導（職員の勤務時間中） 

（２）休⽇に外出中の職員の参集先への参集（⼟⽇祝⽇等、職員の勤務時間外

時） 

（３）⼩中学校、保育園等の施設における児童⽣徒等の避難、安否確認及び保

護者への引き渡し（保育中、授業中等） 

（４）鉄道駅等における帰宅困難者対策（昼間） 

（５）家庭内での⽕気使⽤時間帯の出⽕（⾷事⽀度中） 
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表
２

 
被

害
数

量
及

び
被

災
シ

ナ
リ

オ
（
過

去
地

震
最

大
モ

デ
ル

）
 

※
理

論
上

最
大

想
定

モ
デ

ル
で

の
被

害
予

測
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

被
害

状
況

等
を

記
載

 

項
目

 
県

公
表

に
よ

る
被

害
数

量
 

被
災

シ
ナ

リ
オ

 

被
災

直
後

～
１

日
 

～
３

日
 

～
２

週
間

 

１
 

想
定

地
震

及

び
地

震
規

模
 

地
震

動
 

南
海

ト
ラ

フ
地

震
 

（
ﾏｸ

ﾞﾆ
ﾁｭ

ｰﾄ
ﾞ９

※
）

 
・

余
震

が
頻

繁
に

発
⽣

す
る

。
 

・
余

震
が

発
⽣

す
る

。
 

２
 

液
状

化
の

可
能

性
 

⼤
 

1.
1％

 
・

市
内

の
中

南
部

で
液

状
化

が
発

⽣
す

る
。

 
中

 
2.

2％
 

⼩
 

3.
2％

 
な

し
 

18
.3

％
 

対
象

層
な

し
 

3.
2％

 
計

算
対

象
外

 
72

.0
％

 

３
 

主
要

被
害

予
測

数
量

 

（
冬

1
8

時
）
 

①
建

物
被

害
 

全
壊

・
 

焼
失

棟
数

 
揺

れ
 

約
30

0
棟

※
 

液
状

化
 約

20
棟

※
 

⽕
災

 
約

50
0

棟
※

 

・
主

に
昭

和
56

年
５

⽉
以

前
に

着
⼯

し
た

建
物

で
、

全
壊

⼜
は

半
壊

す
る

建
物

が
あ

る
。

 

・
余

震
に

よ
り

、
被

害
が

進
⾏

す
る

建
物

が
あ

る
。

 

②
⼈

的
被

害
 

死
者

数
 

建
物

倒
壊

等
 

約
10

⼈
※

 
⽕

災
 

約
20

⼈
※

 
・

主
に

建
物

倒
壊

⼜
は

⽕
災

に
よ

る
死

者
及

び
負

傷
者

が
発

⽣
す

る
。

 

・
⾏

⽅
不

明
者

が
発

⽣
す

る
。

 
・

避
難

⽣
活

等
の

精
神

的
ダ

メ
ー

ジ
を

受
け

、
体

調
を

崩
す

者
が

い
る

。
 

③
避

難
所

 
⽣

活
者

数
 

１
⽇

後
 

約
1,

60
0

⼈
 

・
建

物
が

倒
壊

し
た

地
域

の
住

⺠
、

停
電

断
⽔

等
に

よ
り

⼀
部

の
住

⺠
が

避
難

所
に

避
難

す
る

。
 

・
避

難
所

⽣
活

者
の

⾷
糧

、
⽣

活
必

需
品

等
の

物
資

の
調

達
が

必
要

と
な

る
。

 
・

⾞
中

避
難

者
及

び
屋

外
 

（
テ

ン
ト

）
避

難
者

が
多

数
発

⽣
す

る
。

 

・
避

難
⽣

活
の

⻑
期

化
に

伴
う

ニ
ー

ズ
が

多
様

化
す

る
。

 
・

避
難

所
の

⽣
活

環
境

に
な

じ
ま

ず
体

調
を

崩
す

者
が

い
る

。
 

１
週

間
後

 
約

15
,0

00
⼈

 

１
か

⽉
後

 
約

1,
60

0
⼈

 

④
帰

宅
困

難
者

数
 

（
昼

12
時

）
 

約
21

,0
00

〜
約

23
,0

00
⼈

 
・

市
内

の
Ｊ

Ｒ
及

び
名

鉄
の

各
駅

で
帰

宅
困

難
者

が
発

⽣
す

る
。

 
・

徒
歩

帰
宅

す
る

者
⼜

は
最

寄
り

の
避

難
所

へ
⼀

時
避

難
す

る
者

が
発

⽣
す

る
。

 

・
公

共
交

通
機

関
の

運
転

再
開

に
よ

り
、

帰
宅

困
難

者
が

解
消

す
る

。
 

⑤
⽕

災
（

焼
失

）
 

（
冬

18
時

）
 

約
50

0
棟

※
 

・
建

物
の

倒
壊

に
よ

り
⽕

災
が

発
⽣

す
る

建
物

が
あ

る
。

 

・
余

震
に

よ
り

⽕
災

が
発

⽣
す

る
建

物
が

あ
る

。
 

・
電

⼒
復

旧
に

伴
い

、
家

庭
で

の
⼀

部
で

通
電

⽕
災

が
発

⽣
す

る
。
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項

目
 

県
公

表
に

よ
る

被
害

数
量

 
被

災
シ

ナ
リ

オ
 

被
災

直
後

～
１

日
 

～
３

日
 

～
２

週
間

 

３
 

主
要

被
害

予
測

数
量

 

（
冬

1
8

時
）
 

⑥
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
機

能
⽀

障
 

（
発災

１⽇
後）

 上
⽔

道
 

（
断

⽔
⼈

⼝
）

 
約

22
5,

00
0

⼈
 

・
管

路
の

損
傷

等
に

よ
り

⼀
部

地
域

で
断

⽔
す

る
。

 
・

上
⽔

道
設

備
の

応
急

復
旧

が
お

お
む

ね
完

了
す

る
。

 
下

⽔
道

 
（

機能
⽀障

⼈⼝
）

 約
71

,0
00

⼈
 

・
管

路
の

損
傷

等
に

よ
り

⼀
部

地
域

で
下

⽔
道

が
使

⽤
で

き
な

く
な

る
。

 
・

下
⽔

道
設

備
の

応
急

復
旧

が
お

お
む

ね
完

了
す

る
。

 
電

⼒
 

（
停

電
軒

数
）

 
約

13
4,

00
0

軒
 

・
電

柱
及

び
電

線
の

損
傷

等
に

よ
り

、
停

電
が

発
⽣

す
る

。
 

・
停

電
地

域
の

電
⼒

が
復

旧
し

始
め

る
。

 
・

電
⼒

の
復

旧
が

完
了

す
る

。
 

固
定

電
話

 
（不

通回
線数

） 
約

43
,0

00
回

線
 

・
停

電
や

混
線

⼜
は

通
話

規
制

に
よ

り
市

内
全

域
が

通
話

不
可

と
な

る
。

 

・
通

信
設

備
の

復
旧

が
始

ま
る

。
 

・
通

信
設

備
の

復
旧

が
完

了
す

る
。

 

携
帯

電
話

 
（停

波基
地局

数）
 

80
％

 
・

停
電

や
混

線
⼜

は
通

話
規

制
に

よ
り

市
内

全
域

が
通

話
不

可
と

な
る

。
 

・
通

信
設

備
の

復
旧

が
始

ま
る

。
 

・
通

信
設

備
の

復
旧

が
完

了
す

る
。

 

都
市

ガ
ス

 
（復

旧対
象⼾

数）
 

若
⼲

 
・

ガ
ス

管
の

損
傷

等
に

よ
り

⼀
部

地
域

で
都

市
ガ

ス
が

使
⽤

で
き

な
く

な
る

。
 

・
都

市
ガ

ス
設

備
が

復
旧

し
始

め
る

。
 

Ｌ
Ｐ

ガ
ス

 
（

機能
⽀障

世帯
数）

 約
40

0
世

帯
 

・
容

器
の

転
倒

に
よ

り
、

点
検

を
必

要
と

す
る

家
屋

が
あ

る
。

 

・
安

全
点

検
が

終
わ

り
次

第
復

旧
す

る
。

 

４
 

そ
の

他
 

①
交

通
 

道
路

 
国

道
、

県
道

及
び

市
道

 

・
道

路
、

道
路

橋
、

⾼
架

橋
等

の
損

傷
に

よ
り

通
⾏

で
き

な
い

道
路

が
発

⽣
す

る
。

 
・

建
物

の
倒

壊
に

よ
り

通
⾏

で
き

な
い

道
路

が
発

⽣
す

る
。

 

・
指

定
緊

急
輸

送
道

路
が

確
保

さ
れ

、
交

通
規

制
に

よ
り

⼀
般

⾞
両

の
通

⾏
が

規
制

さ
れ

る
。

 
・

多
数

の
⾞

両
が

流
⼊

す
る

た
め

渋
滞

が
激

し
く

な
る

。
 

・
道

路
復

旧
作

業
が

あ
る

程
度

完
了

し
、

指
定

緊
急

輸
送

道
路

に
よ

る
緊

急
輸

送
が

開
始

さ
れ

る
。

 

鉄
道

 
Ｊ

Ｒ
中

央
線

、
城

北
線

、
名

鉄
⼩

牧
線

及
び

愛
知

環
状

鉄
道

 

・
安

全
点

検
の

た
め

全
線

で
運

転
が

停
⽌

す
る

。
 

・
安

全
が

確
認

さ
れ

た
区

間
か

ら
運

転
が

再
開

さ
れ

る
。
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項

目
 

被
災

シ
ナ

リ
オ

 
被

災
直

後
～

１
日

 
～

３
日

 
～

２
週

間
 

４
 

そ
の

他
 

①
交

通
 

バ
ス

 
か

す
が

い
シ

テ
ィ

バ
ス

、
名

鉄
バ

ス
等

 
・

道
路

閉
塞

、
交

通
規

制
等

に
よ

り
全

て
の

バ
ス

の
運

⾏
が

停
⽌

す
る

。
 

・
運

⾏
可

能
な

バ
ス

路
線

か
ら

運
⾏

が
再

開
さ

れ
る

。
 

空
港

 
愛

知
県

名
古

屋
⾶

⾏
場

 
・

空
港

設
備

の
安

全
点

検
の

た
め

全
線

で
運

⾏
が

停
⽌

す
る

。
 

・
県

広
域

防
災

拠
点

と
し

て
機

能
し

始
め

る
。

 
・

⼀
部

区
間

の
運

⾏
が

再
開

さ
れ

る
。

 

・
県

広
域

防
災

拠
点

の
機

能
が

継
続

さ
れ

る
。

 

②
学

校
施

設
等

 

保
育

園
 

市
⽴

29
園

、
私

⽴
22

園
 

・
全

園
が

休
園

と
な

る
。

 
・

園
の

再
開

に
つ

い
て

検
討

が
始

ま
る

。
 

・
再

開
可

能
な

園
か

ら
通

常
保

育
が

始
ま

る
。

 
幼

稚
園

 
私

⽴
21

園
、

 
認

定
こ

ど
も

園
５

園
 

⼩
学

校
 

市
⽴

38
校

 
・

全
校

が
休

校
と

な
る

。
 

・
指

定
避

難
所

と
し

て
の

機
能

が
始

ま
る

。（
尾

東
⼩

学
校

を
除

く
）

 

・
指

定
避

難
所

の
機

能
が

継
続

さ
れ

る
。（

尾
東

⼩
学

校
を

除
く

）
 

・
学

校
機

能
の

再
開

の
検

討
が

始
ま

る
。

 
・

指
定

避
難

所
の

閉
鎖

が
始

ま
る

。
 

中
学

校
 

市
⽴

16
校

及
び

私
⽴

１
校

 

・
全

校
が

休
校

と
な

る
。

 
・

市
⽴

中
学

校
は

、
遺

体
安

置
場

所
と

な
る

学
校

が
あ

る
。

 
・

指
定

避
難

所
と

し
て

の
機

能
が

始
ま

る
。（

南
城

中
の

み
）

 
・

防
災

拠
点

の
補

完
施

設
と

し
て

の
機

能
が

始
ま

る
。（

岩
成

台
中

の
み

）
 

・
指

定
避

難
所

で
受

⼊
で

き
な

い
避

難
者

の
受

⼊
が

始
ま

る
。（

岩
成

台
中

、
南

城
中

、
尾

東
中

を
除

く
）

 

・
市

⽴
中

学
校

で
、

遺
体

安
置

場
所

の
機

能
が

継
続

さ
れ

る
学

校
が

あ
る

。
 

・
指

定
避

難
所

の
機

能
が

継
続

さ
れ

る
。（

南
城

中
の

み
）

 
・

防
災

拠
点

の
補

完
施

設
と

し
て

の
機

能
が

継
続

さ
れ

る
。（

岩
成

台
中

の
み

）
 

・
指

定
避

難
所

で
受

⼊
で

き
な

い
避

難
者

の
受

⼊
が

継
続

さ
れ

る
。（

岩
成

台
中

、南
城

中
、

尾
東

中
を

除
く

）
 

・
学

校
機

能
の

再
開

の
検

討
が

始
ま

る
。

 
・

遺
体

安
置

場
所

の
閉

鎖
が

始
ま

る
。

 
・

指
定

避
難

所
の

閉
鎖

が
始

ま
る

。
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項
目

 
被

災
シ

ナ
リ

オ
 

被
災

直
後

～
１

日
 

～
３

日
 

～
２

週
間

 

４
 

そ
の

他
 

②
学

校
施

設
等

 

⾼
等

学
校

 
県

⽴
７

校
及

び
 

私
⽴

１
校

 
・

全
校

が
休

校
と

な
る

。
 

・
指

定
避

難
所

で
受

⼊
で

き
な

い
避

難
者

の
受

⼊
が

始
ま

る
。

 

・
学

校
機

能
の

再
開

の
検

討
が

始
ま

る
。

 
・

指
定

避
難

所
で

受
⼊

で
き

な
い

避
難

者
の

受
⼊

が
継

続
さ

れ
る

。
 

・
再

開
可

能
な

学
校

か
ら

学
校

機
能

が
再

開
さ

れ
る

。
 

特
別

⽀
援

学
校

 
県

⽴
２

校
 

⼤
学

 
私

⽴
１

校
 

・
休

校
と

な
る

。
 

・
指

定
避

難
所

と
し

て
の

機
能

が
始

ま
る

。（
中

部
⼤

学
講

堂
及

び
サ

ブ
ア

リ
ー

ナ
の

み
）

 

・
指

定
避

難
所

の
機

能
が

継
続

さ
れ

る
。

 
・

学
校

機
能

の
再

開
の

検
討

が
始

ま
る

。
 

・
学

校
機

能
が

再
開

さ
れ

る
。

 
・

指
定

避
難

所
の

閉
鎖

が
始

ま
る

。
 

③
医

療
 

医
療

施
設

 
・

被
災

地
域

の
負

傷
者

等
が

殺
到

す
る

。
 

・
設

備
被

害
及

び
⼈

員
体

制
が

整
わ

な
い

医
療

施
設

は
診

療
で

き
な

く
な

る
。

 

・
医

療
体

制
の

整
っ

た
医

療
施

設
か

ら
診

療
が

始
ま

る
。

 
医

師
・

看
護

師
 

・
被

災
に

よ
り

出
勤

で
き

な
い

者
が

多
く

発
⽣

す
る

。
 

④
要

配
慮

者
 

・
安

否
確

認
の

と
れ

な
い

者
が

い
る

。
 

・
最

寄
り

の
指

定
避

難
所

、
福

祉
避

難
所

へ
の

避
難

が
始

ま
る

。
 

・
要

介
護

者
、

障
が

い
者

、
乳

幼
児

、
透

析
患

者
等

、
特

別
な

配
慮

を
要

す
る

者
の

避
難

⽣
活

が
困

難
と

な
る

。
 

・
福

祉
避

難
所

や
医

療
施

設
へ

の
移

動
が

始
ま

る
。

 
・

災
害

時
受

⼊
協

定
に

基
づ

く
福

祉
施

設
へ

の
受

⼊
が

始
ま

る
。

 

⑤
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
 

・
春

⽇
井

市
災

害
救

援
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
セ

ン
タ

ー
が

開
設

さ
れ

る
。

 
・

被
災

者
の

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

ニ
ー

ズ
の

把
握

及
び

災
害

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

連
絡

会
と

の
連

携
が

始
ま

る
。

 

・
本

格
的

な
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
活

動
が

始
ま

る
。

 

⑥
⾦

融
機

関
 

・
被

災
に

よ
り

⼤
多

数
の

⾦
融

機
関

の
業

務
が

停
⽌

と
な

る
。

 

・
被

害
の

少
な

い
⾦

融
機

関
か

ら
業

務
が

再
開

さ
れ

る
。
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項
目

 
被

災
シ

ナ
リ

オ
 

被
災

直
後

～
１

日
 

～
３

日
 

～
２

週
間

 

４
 

そ
の

他
 

⑦
商

業
施

設
 

・
施

設
内

の
商

品
等

が
被

害
を

受
け

、
営

業
停

⽌
と

な
る

施
設

が
多

く
発

⽣
す

る
。

 
・

施
設

に
市

⺠
が

殺
到

す
る

。
 

・
物

資
が

確
保

で
き

な
い

施
設

が
発

⽣
す

る
。

 

・
物

資
が

確
保

で
き

た
施

設
か

ら
営

業
が

再
開

さ
れ

る
。

 

⑧
ガ

ソ
リ

ン
ス

タ
ン

ド
 

⑨
危

険
物

施
設

 

・
被

災
に

よ
り

ガ
ス

漏
出

等
が

発
⽣

す
る

施
設

が
あ

る
。

 
・

被
害

の
あ

っ
た

施
設

の
近

隣
住

⺠
に

対
す

る
避

難
等

の
措

置
が

必
要

と
な

る
。

 

・
被

災
施

設
の

応
急

復
旧

が
お

お
む

ね
完

了
す

る
。
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２-３ 公共施設の被害想定 

本計画の被災シナリオ（表 2）から予想される公共施設の被害想定を表 3 に⽰す。 
表３ 公共施設の被害想定 

インフラ 状況 被害想定 

建物 

・災害活動の拠点となる施
設は耐震性有 

・吊天井の耐震化、⾶散防
⽌フィルムの施⼯、キャ
ビネットの固定は完了し
ていない 

・災害対策本部が設置される市庁舎
は使⽤できる。 

・災害⽀援本部（防災拠点）施設、
消防署所、市⺠病院等、災害活動
の拠点となる施設は使⽤できる。 

・天井が落下し、使⽤できない施設
がある。 

・窓ガラスの散乱、キャビネットの
転倒により、迅速な業務遂⾏がで
きない施設がある。 

電力 

おおむね３⽇間停⽌ ・外部インフラの電気が断線等によ
り、各施設の電⼒供給が停⽌す
る。 

・⾮常⽤電源設備を有する施設は、
各供給範囲において電⼒が使⽤で
きる。 

エレベータ 

おおむね３⽇間停⽌ ・電⼒供給が停⽌するため、⾮常⽤
電源設備の供給範囲となっている
⾮常⽤エレベータについてのみ、
点検確認後、使⽤できる。 

照明 

おおむね３⽇間停⽌ ・電⼒供給が停⽌するため、⾮常⽤
電源設備の供給範囲となっている
照明のみ、点検確認後、使⽤でき
る。 

上水道 

おおむね１週間停⽌ ・外部インフラの上⽔道が断⽔によ
り使⽤できない。 

・受⽔槽⼜は⾼架⽔槽がある施設
は、その残量が使⽤できる。 
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インフラ 状況 被害想定 

下水道 

おおむね１週間停⽌ 
 

 

 

  

・外部インフラの下⽔道設備が損傷
し使⽤できない。 

・設備の損傷がなく、下⽔道への⾃
然流下が可能な施設は、⽔があれ
ばトイレが使⽤できる。その他の
施設は、簡易トイレを使⽤する。 

ガス 
おおむね２週間供給停⽌ ・都市ガスの供給が停⽌し使⽤でき

ない。 

空調 

おおむね２週間供給停⽌ ・都市ガスの供給が停⽌し、施設内
空調をガスに依存している施設は
使⽤できない。 

通信 

おおむね１週間輻輳 ・外部インフラの通信設備の損傷及
び輻輳により、つながりにくい期
間が続く。携帯電話のメールは遅
延するが使⽤できる。 

・防災⾏政無線を活⽤して通信す
る。 

情報システム 

おおむね３⽇間停⽌ ・各種情報システムは、電⼒供給の
停⽌により使⽤できない。 

・通信指令室内のシステムは、市庁
舎の⾮常⽤電源設備により電⼒供
給され使⽤できる。 

・愛知県⾼度情報通信ネットワーク
による防災情報システムは、市庁
舎の⾮常⽤電源設備により電⼒供
給され使⽤できる。 

消防用施設 
⾮常⽤電源設備による電⼒
供給 

・⾮常⽤電源の供給範囲となってい
る消防⽤設備は使⽤できる。 
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３-１ 選定方法・選定基準 

本計画の基本⽅針に基づき、次のとおり⾮常時優先業務の選定⽅法及び選定基準

を定める。 

（１） 選定方法 

ア 優先度の高い通常業務 

春⽇井市の規則等で定める事務分掌に基づき業務の洗い出しを⾏い、その業務

のうち、⾮常時に優先となる業務について⾏政組織内の各部署への照会、各部署

へのヒアリングを経て選定した。 

イ 災害応急対策業務及び優先度の高い災害復旧・復興業務 

春⽇井市地域防災計画及び災害時職員⾏動マニュアルに基づき、⾮常時優先業

務を選定した。 

 
（２） 選定基準 

選定基準は、表４のとおり、市⺠の⽣命、⾝体及び財産の保護及び市内の社会経

済活動の維持への影響の度合いにより定めた。 

表４ 非常時優先業務の選定基準 

着手時間（以内） 優先度 選定基準（影響の度合い） 

３時間 Ａ 業 務 を 着 ⼿ し な い こ と に よ
り、市⺠の⽣命、⾝体及び財
産、及び市内の社会経済活動
の維持に対して 

重⼤な影響を及ぼす 

１日 Ｂ 相当な影響を及ぼす 

３日 Ｃ 影響を及ぼす 

１週間 Ｄ ある程度の影響を及ぼす 

２週間 Ｅ 優先度の⾼い通常業務及び災害復旧・復興業務の中で、⽐較
的優先度が⾼い 
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３-２ 選定結果 

⾮常時優先業務を選定した結果、優先度の⾼い通常業務は 538／1,666 業務、災

害応急対策業務及び優先度の⾼い災害復旧・復興業務は 180／197 業務となり、全

体の⾮常時優先業務数は 718／1,863 業務となった。 

表５ 非常時優先業務の選定数（全体） 

業務区分 
全体 

（業務数） 

内訳（着手時間～以内） 

3 時間 1 日 3 日 1 週間 2 週間 

優先度の高い通常

業務 
538 192 87 162 53 44 

災害応急対策業務

及び優先度の高い

災害復旧・復興業務 

180 87 48 28 11 6 

合計 718 279 135 190 64 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図５ 非常時優先業務の選定数（全体）       図６ 非常時優先業務の選定数（業務種別） 

  

３時間, 279

１⽇, 135

３⽇, 190

１週間, 64
２週間, 50 718業務

192

87
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11

6
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135

190

64

50

３時間

１⽇

３⽇

１週間

２週間

0 100 200 300

優先度の⾼い通常業務
災害応急対策業務及び優先度の⾼い災害復旧・復興業務
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表６ 主な非常時優先業務 

業務開始目標時間 該当する業務の考え方 代表的な業務 

３時間以内 

・職員及び家族の安全確保 
・初動体制の確⽴ 
・被害状況の把握 
・救助・救急の開始 

・災害対策の根幹となる体制⽴ち上げ業務
（⼈、場所、通信、情報等） 

・被害の把握（被害情報の収集・伝達・報
告） 

・発災直後の⽕災等対策業務（消⽕、避
難・警戒・誘導処置等） 

・救助・救急体制確⽴に係る業務（応援要
請、部隊編成・運⽤） 

・災害ボランティアセンターの開設業務 
・組織的な業務遂⾏に必須な業務（幹部職

員補佐、公印管理等） 

１日以内 

・避難所の運営・管理 
・応急活動（救助・救急以外）

の開始 
・避難⽣活⽀援の開始 
・重⼤な⾏事の⼿続き 

・避難所の管理・運営業務 
・建物応急危険度判定業務 
・短期的な⼆次災害予防業務 
・市管理施設の応急復旧に係る業務（道

路、上下⽔道、交通等） 
・衛⽣環境の回復に係る業務（防疫活動、

保健衛⽣活動、廃棄物処理等） 
・災害対策活動体制の拡充に係る業務（応

援受け⼊れ等） 
・避難⽣活の開始に係る業務（⾷料・物資

の確保、提供等） 
・社会的に重⼤な⾏事等の業務（選挙等） 
・遺体の取扱業務（収容・保管・事務⼿続

等） 
・⾃衛隊への災害派遣要請 

３日以内 

・被災者への⽀援の開始 
・他の業務の前提となる⾏政

機能の回復 

・避難⽣活の向上に係る業務（⼊浴、メン
タルヘルス、防犯等） 

・災害ボランティアの募集・受⼊れ及び派
遣業務 

・災害対応に必要な経費の確保に係る業務
（財政計画業務等） 

・業務システムの再開等に係る業務 
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業務開始目標時間 該当する業務の考え方 代表的な業務 

２週間以内 

・復旧・復興に係る業務の本
格化 

・窓⼝⾏政機能の回復 

・⽣活再建に係る業務（被災者⽣活再建⽀
援法等関係業務、住宅確保等） 

・産業の復旧・復興に係る業務（農林⽔
産、商⼯業対策等） 

・教育再開に係る業務 
・⾦銭の⽀払、⽀給に係る業務（契約、給

与、補助費等） 
・窓⼝業務（届出受理、証明書発⾏等） 
・罹災証明書発⾏業務 

１ヶ月以内 ・その他の⾏政機能の回復 ・その他の業務 
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４-１ 職務の代行 

本計画の発動における決定権者の不在は、上位の職層の者ほど影響が⼤きい。そ

のため、決定権者不在の場合には、事前に定めた順序にのっとり、その時点で活動

可能な最も順序の⾼い対象者が職務を代理するものとする。 

最も影響の⼤きい市⻑（災害対策本部⻑）の職務代理者の順序については、表 7

に⽰す。 

表７ 市長の職務代理者順序 

順序 職務代理の対象者 根拠 

１ 副市⻑ 春⽇井市副市⻑事務分担規則（平成 24 年春⽇井市規則第
56 号） ２ 副市⻑ 

３ 総務部⻑ 春⽇井市⻑の職務を代理する職員を定める規則（平成 18
年春⽇井市規則第 50 号） ４ 財政部⻑ 

 
 
４-２ 人員の確保 

（１） 職員参集体制 

被災時には、職員は春⽇井市地域防災計画の定めに従い、表 8 のとおり参集する

こととなっている。特に、災害⽀援本部（防災拠点施設）に参集する職員について

は、その近隣に居住する職員が迅速に参集できることを⽬的として指定している。 

表８ 職員参集体制の概要 

区分 参集先 参集する職員 

災害対策本部 市庁舎 
災害対策本部各部へ参集する職員で、特に指定す
る場合を除き、各部に組織化された所属の主査以
上の職員 

施設配備態勢 各施設等の出先機関 特に指定する場合を除き、施設⻑他１名の職員 
災害支援本部 防災拠点施設 各防災拠点施設への参集を指定された職員 
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（２） 職員参集状況の推計 

職員参集状況は、令和元年８⽉に実施した「春⽇井市業務継続計画改定に係る職

員の参集状況の調査」をもとに推計した。 

また、推計にあたっては、表 9 のとおり推計条件を設定した。 

表９ 推計条件 

条件 方法 

ア 参集可能⼈数の推計⽅法 
照会結果に基づき、⾃宅にいる時に被災したと想定し、

各⾃の参集場所まで参集可能な職員数及び参集率を推計
した。 

イ 参集⼿段及び参集時間 

徒歩、⾃転⾞⼜はバイクによる参集⼿段を原則として、
参集時間を把握した。 

参集時間は、地震が発⽣した場合の道路状況等を考慮し
て、歩⾏速度は時速 4.8km、⾃転⾞速度は時速 12km、バ
イク速度は時速 20km で参集すると想定し、計算した。な
お、参集時間には、準備時間（家族の安否確認、参集準備
等）として⼀律 30 分を加算するものとした。 

ウ 参集可能時間 

参集可能時間の上限は６時間とし、⾃宅から参集場所ま
での徒歩、⾃転⾞⼜はバイクで６時間を超える職員は、徒
歩、⾃転⾞⼜はバイクのみによる参集はできないと仮定し
た。 

エ 参集困難者 

より現実的な職員参集数の推計を⾏うためには、参集可
能時間だけでなく、参集困難者も考慮する必要があり、参
集困難者は、本⼈⼜は家族の死傷、⾃宅の被害、⾃宅近隣
⼜は参集途中における救出・救助活動への従事等のため、
参集場所に向かうことができない者とした。 

被災後の⽇数別に参集困難者の割合を表 10 のとおり設
定した。 

表 10 参集困難者の割合 

被災後⽇数 参集困難者の割合 
被災後１⽇⽬まで 30% 
被災後３⽇⽬まで 20％ 
被災後４⽇⽬〜１週間 10％ 
被災後８⽇⽬〜２週間 ５％   
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条件 方法 

オ 
公共交通⼿段の復旧に伴う
影響 

被災後４⽇⽬以降、徐々に公共交通⼿段が復旧するた
め、徒歩、⾃転⾞⼜はバイクに加え、交通機関による参集
の組合せとした。「ウ参集可能時間」において６時間を超え
る職員については、公共交通⼿段の復旧に伴い被災後４⽇
⽬以降に参集できるものとした。 

カ 推計計算式 

参集可能時間及び公共交通機関の運⾏状況から参集可
能と判定した職員数から、参集困難者数を差し引き、職員
参集数を推計した。 

職員参集数＝参集可能職員数―参集困難者数 
    ＝参集可能職員数×（１―参集困難者の割合） 

キ 夜間勤務者 

消防本部については夜間勤務者がいるため、被災時にお
いてその職員数を考慮し表 11 のとおり設定した。 

表 11 夜間勤務者数（消防本部） 

部署 ⼈数 部署 ⼈数 
消防署 25 ⼈ 東出張所 17 ⼈ 
⻄消防署 10 ⼈ 南出張所 12 ⼈ 
北出張所 9 ⼈ ⾼蔵寺出張所 9 ⼈ 
通信指令室 6 ⼈   

※夜間勤務者は 15 分以内の参集を想定 

ク その他 

各組織において、全員が参集できることはないと仮定
し、推計上、２週間の時点で全員が参集できる推計となっ
た組織については、意図的に参集数を減らした。 

推計にあたっては、⼩数点以下を四捨五⼊処理している
ため、参集数の合計が⼀致しない場合がある。 

医師・看護師については、勤務形態が多様であるため、
参集⼈数及び参集率から除外することとした。 
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（３） 参集人数及び参集率 

推計条件に基づき、職員参集状況を推計した結果、職員の参集⼈数及び参集率は

表 12 のとおりである。 

表 12 参集人員及び参集率 

区分 １時間 ３時間 １日 ３日 １週間 ２週間 

災害対策本部 

（本部付職員含む）

【692 人】 

参集数（人） 207 443 484 554 623 657 

参集率（％） 29.9 64.0 69.9 80.1 90.0 94.9 

施設配備体制 

（職場参集） 

【476 人】 

参集数（人） 119 311 333 381 428 452 

参集率（％） 25.0 65.3 70.0 80.0 89.9 95.0 

災害支援本部 

（防災拠点） 

【698 人】 

参集数（人） 354 471 489 558 628 663 

参集率（％） 50.7 67.5 70.1 79.9 90.0 95.0 

全体 

【1,866 人】 

参集数（人） 680 1225 1306 1493 1679 1772 

参集率（％） 36.4 65.6 70.0 80.0 90.0 95.0 
 

非常時優

先業務数 

優先度の高い

通常業務 
538 192 87 162 53 44 

災害応急対策

業務及び優先

度の高い災害

復旧・復興業務 

180 87 48 28 11 6 

合計 718 279 135 190 64 50 
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（４） 安否確認及び参集可否確認 

⾮常時優先業務を迅速かつ的確に執⾏する態勢を整えるためには、参集可能な⼈

員の把握及び職員の安否を確認することが必要である。 

そのため、勤務時間内外における安否確認⽅法等について⽰す。 

ア 勤務時間外に発災した場合の安否確認 

各所属において、災害対策本部が収集する被災情報、携帯メール、SNS、災害

⽤伝⾔ダイヤル等を活⽤し、職員の安否確認を⾏う。 

イ 勤務時間内に発災した場合 

各職場において、速やかに職員の安否確認を⾏うとともに、職員が家族の安否

確認を⾏う時間を設けるよう配慮する。 

 
（５） 参集にあたっての注意事項 

勤務時間外に発災した場合、職員が参集先へ参集するにあたっては、⾃らの安全

を確保し、家族の安全も確保したうえで、直ちに定められた参集先に参集する。ま

た、平常時より、⾃転⾞やバイク等速やかに参集できる⼿段を検討するとともに、

複数のルートを想定しておく。 

なお、参集時の服装は安全で動きやすい服装とし、⾝分証明書、飲料⽔・⾷料（最

低３⽇分）、着替え、懐中電灯等を携⾏する。 

 
（６） 現在の職員参集体制の見直し 

本計画の⾮常時優先業務の選定作業を⾏う中で、現在の職員参集体制では当業務

の遂⾏に⽀障を及ぼすことが明らかとなった部分について、早期に⾒直しを⾏うこ

ととする。 

また、⾒直しにあたっては、勤務時間内外いずれの被災時においても、迅速な職

員参集、かつ迅速な業務着⼿が可能となるよう考慮する。 
 



31 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 業務継続に係る業務執行環境  

 

 



第５章 業務継続に係る業務執行環境 

32 

本計画の策定にあたり、⼤規模災害発⽣時に重要な機能を有する施設（以下「災

害時拠点施設」という。）について、業務継続に不可⽋な資源を洗い出し、各資源

における「現状」、「課題」及び「今後必要な対策」を整理した。 

なお、ここでは、災害時拠点施設を中⼼に整理しているが、「今後必要な対策」

については、全ての市施設が積極的に対応及び協⼒するものとする。 
表 13 災害時拠点施設及び災害時機能 

No 施設名等 災害時機能 

１ 市庁舎 災害対策本部 
２ 味美ふれあいセンター 

災害⽀援本部（防災拠点） 

３ ⻄部ふれあいセンター 
４ 南部ふれあいセンター 
５ ⾼蔵寺ふれあいセンター 
６ 鷹来公⺠館 
７ 坂下公⺠館 
８ 勤労福祉会館 
９ 総合福祉センター 
10 東部市⺠センター 
11 総合保健医療センター 

医薬品等供給拠点 
12 保健センター 
13 総合体育館 物資集配拠点 
14 消防署 

消防・救助活動を⾏う拠点 

15 消防署東出張所 
16 消防署⻄出張所 
17 消防署南出張所 
18 消防署北出張所 
19 消防署⾼蔵寺出張所 
20 市⺠病院 医療活動拠点・災害拠点病院 
21 配⽔管理事務所 

災害対策本部第２次⾮常配備態勢における施設配
備態勢において、所属職員全員が参集する施設 

22 勝⻄浄化センター 
23 南部浄化センター 
24 ⾼蔵寺浄化センター 
25 クリーンセンター 
26 清掃事業所 
27 衛⽣プラント 
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５-１ 執務室 

（１） 施設の耐震性 

ア 現状 

（ア）施設の耐震化は春⽇井市耐震改修促進計画に基づき、⼀定要件を満たす特

定既存不適格建築物について、再整備計画を予定している⾼蔵寺駅北⼝⾃転

⾞駐⾞場以外は、耐震性を有している。 

（イ）災害対策本部を設置する市庁舎は、新耐震基準で建築されたため、耐震性

を有する。 

（ウ）参集施設や避難所における応急危険度判定を⾏うための基本的な知識を習

得するために、施設管理者や参集職員に対して講習会を実施している。 

イ 課題 

（ア）耐震性がない施設は、全壊⼜は半壊により使⽤できず、業務遂⾏ができな

くなるおそれがある。 

（イ）職員向け応急危険度判定講習会を実施しているが、スキルを有する職員が

限られている。 

（ウ）もし万が⼀、災害対策本部を設置する市庁舎が使⽤できなくなった場合の

代替施設を定めているが、代替機能を確保できる資機材が整備されていない。 

ウ 今後必要な対策 

（ア）応急危険度判定が実施できる職員を増加させていくために講習会を継続

して開催するとともに、講習会の講師となるための資格者もあわせて増加

させていく。 

（イ）災害対策本部が設置される市庁舎は、新耐震基準であり被災後も使⽤で

きると想定しているが、もし万が⼀、甚⼤な被害を受け、使⽤できなくな

った場合の災害対策本部の代替施設について、表 14 のとおり定めている。

代替運⽤マニュアルを策定するなど、円滑に機能を補完するための運⽤⽅

法等を定める。 
表 14 災害対策本部の代替施設の順位 

順位 施設名 所在地 

第１順位 ⽂化フォーラム春⽇井 ⿃居松町５丁⽬ 44 番地 
第２順位 レディヤンかすがい ⿃居松町２丁⽬ 247 番地 
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ただし、市庁舎を始めとする施設が使⽤できないと、各施設内の部署で実施

する⾮常時優先業務が⿇痺するため、被災時には、業務遂⾏の継続にあたって

の代替場所、⼜は積極的な業務の停⽌など、臨機応変な対応が求められること

になる。 
 

（２） 事務室内のキャビネットの固定 

ア 現状 

事務室内のキャビネットは、⼀部の施設を除き⼤部分の施設で固定されている。 

イ 課題 

（ア）固定がされていないキャビネットは、被災時に転倒⼜は移動し、事務室内

の配置が崩れ、書類等が散乱する。 

（イ）キャビネットの固定がされていない事務室は、キャビネットの転倒及び移

動による応急処置に追われ、⾮常時優先業務の着⼿が遅延し、迅速な業務遂

⾏ができないおそれがある。 

（ウ）勤務時間内に被災した場合、固定がされていないキャビネットが転倒⼜は

移動することにより、職員が負傷するおそれがある。 

ウ 今後必要な対策 

（ア）各施設管理者は、施設内のキャビネットへ積極的に固定を施し、被災時

の業務遅延を防⽌する。 

（イ）市⺠安全課は、全庁に対して、⾼所に書類⼜は荷物を置かないよう周知

徹底する。 
 

（３） 施設内ガラスの飛散防止 

ア 現状 

（ア）ガラス⾶散防⽌対策は、各施設管理者の判断、⼜は改修⼯事等と併せて施

設の避難経路等のガラスについて⾶散防⽌フィルムを施⼯している。⼀部実

施している、もしくは未対応の施設が多い。 

（イ）建築年の新しい施設は、強化ガラスで施⼯されている施設が多い。 
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イ 課題 

（ア）⾶散防⽌等の対策が施されていない場合は、被災時に⾶散したガラスの

応急処置に追われ、迅速な業務遂⾏の妨げとなるおそれがある。 

（イ）⾶散防⽌等の対策が施されていない場合は、被災時のガラス⾶散により、

市⺠⼜は職員が負傷するおそれがある。 

（ウ）⾶散防⽌等の対策が施されていない場合は、被災時のガラス⾶散により

避難経路が遮断され、迅速な屋外避難の妨げとなるおそれがある。 

ウ 今後必要な対策 

各施設管理者及び住宅施設課は、強化ガラスを施⼯していない、⼜はガラス

⾶散防⽌対策を⾏っていない施設について、引き続き、改修⼯事等と併せて施

設の避難経路等におけるガラスについて⾶散防⽌フィルムを施⼯する。 

また、改修⼯事等の予定がない施設についても、施設の災害時の位置付け等

の観点から⾶散防⽌フィルムの施⼯について検討を⾏う。 
 

（４） 事務室内パソコン及びプリンタ機器の転倒・落下防止 

ア 現状 

（ア）職員⽤パソコンは、ノート型パソコンとなっている。 

（イ）全庁的に配備されているプリンタ機器は、中規模の⼤きさであり、耐震

マットにより転倒・落下防⽌策が実施されている。 

（ウ）住基システムのパソコンの⼀部はデスクトップ型のパソコンを利⽤して

いるが、耐震マットにより転倒・落下防⽌策が実施されている。 

（エ）各事務室内の機器の転倒・落下防⽌については、各所属等の判断で実施

している。⼀部固定、もしくは未対応の事務室が多い。 

イ 課題 

（ア）転倒等の対策が施されていない場合は、機器の転倒・落下による散乱⼜

は故障により、迅速な業務遂⾏の妨げとなるおそれがある。 

（イ）勤務時間内の被災時においては、転倒等の対策が施されていない場合は、

機器の転倒・落下により、職員が負傷するおそれがある。 
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ウ 今後必要な対策 

（ア）執務室内のパソコン及びプリンタ機器等について、耐震マット等による

転倒・落下防⽌対策を⾏う。 

（イ）その他、各所属等で配備している機器への対策は、各所属等が積極的に

対策を施す。 
 

（５） 施設内コピー機（印刷機を含む）の移動・転倒防止 

ア 現状 

（ア）施設内コピー機は、リース契約により導⼊している。 

（イ）各コピー機は、移動・転倒防⽌対策が施されていないものが多い。 

（ウ）事務室によっては、所属⻑の判断により対策を実施しているところがある。 

イ 課題 

（ア）移動等の対策が施されていない場合は、衝突により故障し、迅速な業務

遂⾏の妨げとなるおそれがある。 

（イ）勤務時間内の被災時においては、移動等の対策が施されていない場合は、

衝突により市⺠⼜は職員が負傷するおそれがある。 

ウ 今後必要な対策 

コピー機のリース契約を⾏っている所管部署は、移動・転倒防⽌器具などに

よる対策を推進する。 
 

５-２ 電力・燃料 

（１） 現状 

ア 被災直後において、停電区域内の施設は全館停電し、⾮常⽤電源設備を所有

する施設は⾮常⽤電源に切り替わる。市庁舎の⾮常⽤電源設備はＡ重油を燃料

とし、貯蔵燃料分で約 10 時間運転が継続できるが、通電範囲が限られる。災害

対策本部は、太陽光発電により電⼒を得られるが、蓄電施設を有さないため、

⽇中の使⽤に限られる。 
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イ その他施設の⾮常⽤電源の多くは、太陽光発電⼜は軽油を燃料とし、通電範

囲が消防⽤設備にとどまる。 

ウ ⼀部の施設は、事務室内コンセント⼜は⾮常⽤コンセントへの通電があり、

通電のあるコンセントの表⽰を⾏っている。 

エ 市⺠病院、浄化センター及びクリーンセンターは、電⼒容量の⼤きい⾮常⽤

電源設備を有しており、通電範囲も広い。 

オ 市庁舎を始めとする災害時拠点施設が停電した場合における電⼒会社からの

優先的な復旧を春⽇井市地域防災計画で定めている。 

カ 燃料供給について、愛知県⽯油商業組合春⽇井⽀部と「災害時における物資

調達に関する協定」を締結している。 
 

（２） 課題 

ア 市庁舎において、⾮常⽤電源設備による約 10 時間を超える運転については、

燃料が確保されていないと継続運転ができず、庁舎内の電⼒が完全に停⽌し、

迅速な業務遂⾏の妨げとなるおそれがある。（※令和３年度中に７⽇間運転可能

となる⾒込み） 

イ 停電時の施設内の運⽤及び⼿順が定められていない、⼜は職員に周知されて

いないため、停電時に混乱を招き、迅速な業務遂⾏の妨げとなるおそれがある。 

ウ 貯蔵燃料が尽きた場合の燃料の供給体制が定められていないため、燃料不⾜

により設備稼働ができず、迅速な業務遂⾏の妨げとなるおそれがある。 
 

（３） 今後必要な対策 

ア 各施設管理者は、各施設における⾮常⽤電源設備の仕様確認を継続して⾏

い、その施設で業務を遂⾏する職員が、⽇頃からその状況を認識できるよう

周知徹底を⾏う。 

イ 市⺠安全課及び各施設管理者は、⽇頃から燃料の供給体制を確保してお

く。 

ウ 被災時における燃料不⾜に対応するため、平常時における⾃動⾞等のタン

ク内の燃料充填基準等を設定する。 

エ 各施設管理者は、⾮常⽤電源設備の導⼊や通電範囲の更新により、電⼒の
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継続利⽤が可能となるよう対策を講じるとともに、既に導⼊済の施設にあっ

ては、燃料タンクの増設等により、⾮常⽤電源設備の運転継続時間の延⻑対

策を講じる。 
 

５-３ 上下水道 

（１） 現状 

ア 受⽔槽⼜は⾼架⽔槽がある施設の多くは、被災後、⽔の供給が停⽌した場合

は、⽔槽⾃体が被災しなければその残量を使⽤することが可能である。 

イ 施設によって、公共下⽔道区域、区域外の対象は様々である。 

ウ 職員⽤の簡易トイレは既に配備し、各所属で管理している。 
 
（２） 課題 

ア 受⽔槽等がない施設では、⽔の確保が困難となる。 

イ 下⽔道設備が損傷している場合、施設内のトイレ設備の使⽤ができない。 

ウ 施設内のトイレ設備が使⽤できなくなった場合の職員⽤のトイレについて、

備蓄数が⾜りないおそれがある。 
 
（３） 今後必要な対策 

ア 市⺠安全課は、各所属における職員⽤の簡易トイレの備蓄拡充を推進す

る。 

イ 受⽔槽等がある施設の管理者は、被災時における⽔槽の使⽤可否の判断⽅

法を含めた残量使⽤にあたってのルールを職員に周知する。 

ウ 下⽔道設備の被災状況を把握するための⼿段を定める。 

エ 各施設管理者は、下⽔道機能が⿇痺した場合の各施設における職員のトイ

レ使⽤について、⽇頃から対応策を検討し周知を⾏う。 
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５-４ 通信 

（１） 現状 

ア 防災⾏政無線は、市庁舎、防災拠点施設及び公⽤⾞の⼀部に配備されており、

被災時における最も有効な通信⼿段となる。 

イ 施設の固定電話において、災害時優先電話の登録がある電話回線は、被災時

において固定電話の通信制限がある場合に、発信のみ可能となる。 

ウ 各所属で契約している携帯電話があり、被災時における通信⼿段の⼀つとし

て期待できる。（例：市⺠安全課 30 台（災害時優先電話の登録有り（携帯 25 台、

スマートフォン５台、衛星携帯電話２台））） 

エ 庁内無線通信設備は、電⼒を要するため、停電時は使⽤できない。 
 
（２） 課題 

ア 防災⾏政無線は、防災拠点施設から市庁舎に連絡が集中すると輻輳するおそ

れがある。 

イ 各施設における被災後の通信の運⽤、使⽤⼿順等について職員に周知されて

おらず、迅速な業務遂⾏の妨げとなるおそれがある。 

ウ 停電時、無線や携帯のバッテリーの充電がなくなった場合に継続使⽤ができ

ない。 
 
（３） 今後必要な対策 

ア 市⺠安全課及び各施設管理者は、各施設等における最新の通信⼿段の保有

状況を把握し、職員に周知する。 

イ 情報システム課は、庁内ＬＡＮの仕組みについて全庁的に周知し情報を共

有する。 

ウ バッテリーの充電をするため、各拠点に⾮常⽤電源や蓄電池の配備を推進

する。 
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５-５ 空調・ガス 

（１） 現状 

ア ⾮常⽤電源による空調への通電があるのは、⼀部の施設にとどまる。 

イ 災害時拠点施設は、半数が都市ガスに依存している。 
 
（２） 課題 

⽇頃から、空調の運転再開に係る点検業者との調整が徹底されていない施設は、

迅速な運転再開ができず、職員の執務環境及び市⺠の施設利⽤に⽀障を及ぼすおそ

れがある。 
 
（３） 今後必要な対策 

各施設管理者は、被災時の空調の使⽤及び運転再開について、⽇頃から業者

と確認を⾏い、職員に周知を⾏う。 
 

５-６ エレベータ 

（１） 現状 

ア 災害時拠点施設において、⾮常⽤電源によるエレベータへの通電があるのは、

市庁舎、市⺠病院及び保健センターにとどまり、停電によりエレベータが使⽤

できない施設が多い。 

イ エレベータが設置されている公共施設のうち、⼤部分の施設について停電時

着床装置を備えている。 
 
（２） 課題 

ア ⽇頃から、エレベータの運転再開に係る点検業者との調整が徹底されていな

い施設は、迅速な運転再開ができず、職員の執務環境及び市⺠の施設利⽤に⽀

障を及ぼすおそれがある。 

イ 勤務時間内の被災時においては、停電時着床装置を備えていない場合、エレ

ベータに閉じ込められている者が発⽣するおそれがある。 
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（３） 今後必要な対策 

ア 各施設管理者は、被災時のエレベータの使⽤及び運転再開について、⽇頃

から業者と確認を⾏い、職員に周知を⾏う。 

イ 停電時着床装置がない施設については、装置を備えるエレベータに更新す

る。 
 

５-７ 情報システムのバックアップ 

（１） 現状 

ア 市庁舎６階電算室や他住所地に保管するサーバー等にバックアップを保管し

ているシステムが多い。 

イ 複数のバックアップを保管しているシステムもある。 

ウ 市庁舎内保管から他住所地保管するクラウド化を進める動きが顕著となって

いる。 
 
（２） 課題 

市庁舎は耐震性が確保されており、また、他住所地でのバックアップ保管をして

いるシステムが多いため、⼤きな課題はないと考えられる。 
 
（３） 今後必要な対策 

各システム所管部署は、引き続きクラウド化を推奨するなど、バックアップ

対策を⾏う。 
 

５-８ 用紙・トナー 

（１） 現状 

ア ⽤紙は、総務課が購⼊し、各所属が同課へ受け取りに来ている。 

イ コピー機のトナーについては、各施設において契約する業者が交換を⾏って

いる。 

ウ 全庁的に配備しているプリンタ⽤のトナーについては、情報システム課が購
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⼊し、各所属が同課へ受け取りに来ている。 

エ トナーを使⽤する機器の使⽤は、電⼒を要する。 
 
（２） 課題 

被災後は物流が⽌まり、⽤紙及びトナーが不⾜し、迅速な業務遂⾏ができないお

それがある。 
 
（３） 今後必要な対策 

ア 総務課は、⽤紙の購⼊にあっては、常に⼀定量の在庫があるように努める。 

イ 情報システム課は、トナーの購⼊にあっては、常に⼀定量の在庫があるよ

うに努める。 

ウ 各所属は、⾮常時優先業務を実施する際に使⽤する申請書等の必要書類に

ついて、常に⼀定量の在庫があるように努める。 
 

５-９ 職員用の飲料水・食料 

（１） 現状 

ア 職員⽤の飲料⽔・⾷料の備蓄がない。 

イ 職員に対しては、市⺠と同様、⾃助の観点から各⾃で最低３⽇分の飲料⽔・

⾷料を備えておき、参集時に持参するよう啓発を⾏っている。 
 
（２） 課題 

災害活動等が⻑期化し、また、物流が停⽌している場合、職員が持参した飲料⽔・

⾷料を消費した後、⾷事ができなくなるおそれがある。 
 
（３） 今後必要な対策 

ア 市⺠安全課は、被災後７⽇分の飲料⽔・⾷料の⾃助による準備及び参集時

に最低３⽇分の飲料⽔・⾷料の持参について、職員に対して周知徹底する。 

イ ⼈事課と協⼒し、備蓄のための飲料⽔、⾷料のあっせんを⾏う。 
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５-10 職員用の救急セット 

（１） 現状 

傷病⼈が発⽣する場合に備え、救急セットを備蓄している。 
 
（２） 課題 

多数の傷病⼈が発⽣した場合、資材が不⾜するおそれがある。 
 
（３） 今後必要な対策 

救急セットの備蓄量の増加を図る。 
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災害時には、外部関係機関等（協定⾃治体・⺠間団体、愛知県、委託事業者・指

定管理者等）との連携及び協⼒の下で実施しなければならない⾮常時優先業務が多

く想定される。 

このため、外部関係機関等と事前に必要な調整、役割の確認等を⾏い、業務の確

実な遂⾏確保を図る必要がある。 

６-１ 災害時応援協定による受援 

本市は、春⽇井市地域防災計画に基づき、災害時に様々な分野で⽀援を受けるこ

とができるよう、⽇頃から災害時応援協定を締結している。今後においても、新た

な分野等の協定を締結し、本市の防災体制を強化していく必要がある。 

（１） 地方自治体との協定 

本市は、災害時における物資、資機材、職員派遣等の⽀援について、遠⽅の単⼀

の市間、施⾏時特例市間、東尾張市町間、⽔道関係、緊急消防援助隊等、様々な分

野及び形態で協定を締結している。 
 
（２） 民間団体との協定 

本市は、⺠間団体から災害時に協⼒を得られるよう、様々な分野において災害時

の⽀援協⼒に関する協定を締結している。協定内容は、物資、資機材等の提供、ラ

イフラインの確保等、多種に及ぶ。 
 
（３） 今後必要な対策 

ア 市⺠安全課は、⽇頃から、各種協定における連絡先、連絡⽅法等について

明らかにし、被災時に実際に機能し、確実な⽀援が受けられるよう体制を整

える。 

イ 市⺠安全課は、災害対策本部各部の活動内容に照らし、協定の種類別に割

り当てを⾏い、いざという時に迅速な応援要請が可能となるよう体制を進め

る。 

ウ 各所属において、災害時に必要な⽀援等を検討し、関係団体等と協定を締

結する。 
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６-２ 愛知県との連携 

本計画は、愛知県業務継続計画と整合を図り進めていく必要があるため、愛知県

と連携しながら、本計画を適宜更新していく必要がある。 
 

６-３ 委託業者・指定管理者との連携 

本計画で定める⾮常時優先業務を実施する中で、委託業者及び指定管理者の協⼒

が不可⽋な業務については、災害時における連携・協⼒体制を確保しておく必要が

ある。 

そのため、次のとおり、今後必要な対策を⾏う。 

各所属は、委託業者及び指定管理者も被災することが予想される中で、契約

時において⾮常時優先業務を的確に実施するための具体策を検討し、⽇頃か

ら、委託業者及び指定管理者の⾮常時の連絡先等を確認するなど、いざという

時に迅速に業務を執⾏できるよう連携体制を継続する。 
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本計画に基づいて⾮常時優先業務を効率的に遂⾏するためには、業務継続⼒向

上のための対策を⾏うとともに、本市の⾏政組織改正、社会情勢等を勘案し、今

後、本計画を管理及び運⽤していく必要があり、そのための⽅策について⽰すこ

ととする。 

７-１ 業務継続力向上のための対策目標 

⾮常時優先業務を実施するにあたり、本計画で明らかとなった課題について、

具体的な対策⽬標及び対策実施者を掲げ、おおむね５年以内に対策を⾏っていく。 

なお、具体的な年次計画については、表 15 で⽰す。 

（１） ハード対策目標 

ア 施設の耐震化（各施設管理者） 
⼀定要件を満たす公共施設については耐震化が完了しているが、その他の施 

設についても耐震化を図る。 

イ 施設の窓ガラス・吊り下げ天井の落下防⽌対策（各施設管理者） 

災害時拠点施設を始めとする市の施設において、窓ガラスや吊り下げ天井の 

落下等により職員の負傷や職場環境が悪化することを未然に防ぎ、被災時の迅 

速な業務遂⾏が可能となるよう、対策を講じる。 

ウ 施設内のキャビネットの固定（各施設管理者） 
地震の揺れによるキャビネットの転倒及び移動、書類の散乱を未然に防ぎ、 

被災時の迅速な業務遂⾏が可能となるよう、固定⽅法、固定箇所等を検討し、 

全庁統⼀的な固定対策を継続して⾏う。 

エ 施設内のガラス⾶散防⽌対策の実施（各施設管理者、住宅施設課） 
強化ガラスを施⼯していない、⼜はガラス⾶散防⽌対策を⾏っていない施設 

について、各施設の改修⼯事等と併せて、施設の避難経路等におけるガラスに 

ついて⾶散防⽌フィルムを施⼯する。 

また、改修⼯事等の予定がない施設についても、施設の災害時の位置付け等 

の観点から⾶散防⽌フィルムの施⼯を継続して実施する。 
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オ 全庁配備の事務室内パソコン及びプリンタ機器等の転倒・落下防⽌（情報シ 
ステム課） 

地震の揺れによるパソコン及びプリンタ機器等の転倒及び転倒による故障を 

未然に防ぎ、被災時の迅速な業務遂⾏が可能となるよう、パソコン及びプリン 

タ機器等について、転倒・落下防⽌策を継続して推進する。 

カ 施設内コピー機の移動・転倒防⽌（リース契約所管部署） 
地震の揺れによるコピー機の移動及び転倒、衝突による⼈的被害を未然に防 

ぎ、被災時の迅速な業務遂⾏が可能となるよう、移動・転倒防⽌策を継続して 

実施する。 

キ ⾮常⽤電源設備の導⼊、燃料タンクの増設（各施設管理者） 

各施設管理者は、⾮常⽤電源設備の導⼊や通電範囲の更新により、電⼒の継 

続利⽤が可能となるよう対策を講じるとともに、既に導⼊済の施設にあっては、 

燃料タンクの増設等により、⾮常⽤電源設備の運転継続時間の延⻑対策を講じ 

る。 

ク 職員⽤の簡易トイレの配備（市⺠安全課） 
被災時に職員による業務遂⾏に⽀障が出ないよう職員⽤の簡易トイレを配備 

し、各所属・施設において管理している。今後、必要に応じて備蓄の更新を⾏ 

う。 

ケ 蓄電池の配備（市⺠安全課） 
災害時に重要となる通信機器が使⽤できなくなることを防ぐため、各拠点と 

なる施設に蓄電池を配備する。 

コ エレベータの停電対策（各施設管理者） 

停電が発⽣した際に、閉じ込められることがないよう、停電時着床装置が設 

置されていないエレベータについては、装置を備えたエレベータに更新する。 

サ システムのクラウド化によるバックアップ対策の実施（各システム所管部署） 
被災時の基幹系情報システム等、重要システムのバックアップが確実に確保 

できるよう、各システム所管部署の判断により計画的にクラウド化等による対 

策を⾏う。 
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シ ⽤紙の在庫の確保（総務課） 
被災後の物流の停⽌に備え、⽇頃から⼀定量の⽤紙の在庫が確保できるよう 

体制を整える。 

ス トナーの在庫の確保（情報システム課） 

被災後の物流の停⽌に備え、⽇頃から⼀定量のトナーの在庫が確保できるよ 

う体制を整える。 

セ 申請書等の必要書類の在庫の確保（各所属） 
被災後の停電によるコピー機の使⽤不可及び物流の停⽌による⽤紙等の不⾜ 

に備え、⾮常時優先業務を停滞させないため、⽇頃から⼀定量の必要書類の在 

庫が確保できるよう体制を整える。 

（２） ソフト対策目標 

ア 職員の応急危険度判定スキルの習得（市⺠安全課（職員による講師）） 
参集職員が施設の応急危険度判定を実施し、施設使⽤の可否が判断できるよ 

う、応急危険度判定⼠である職員を講師に迎え、職員に対する研修を継続して 

実施し、スキルを習得させる。 

さらに、応急危険度判定⼠の資格者を増やし、講習会の継続的な開催に向け 

た体制を構築する。 

イ 災害対策本部の代替機能の運⽤⽅法の決定（市⺠安全課） 
被災後において、災害対策本部を⽂化フォーラム春⽇井⼜はレディヤンかす 

がいに移転する事態となった場合に、迅速に移転及び運営を⾏うことができる 

よう、事前に移転⼿順、移転先の部屋等の運⽤⽅法を定めた代替運⽤マニュア 

ルを策定する。 

ウ ⾼所への書類及び荷物設置の禁⽌及び周知（市⺠安全課） 
被災後の事務室内において、書類の散乱による応急処置の⼿間を必要最⼩限 

に留め、迅速な業務着⼿が可能となるよう、事前に⾼所への書類及び荷物設置 

の禁⽌について職員に継続して周知する。 
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エ 各施設の⾮常⽤電源設備の再確認及び周知（各施設管理者） 
各施設管理者はもとより、参集職員が被災による停電時の⼆次的対応を迅速 

に⾏うことができるよう、参集先の施設における⾮常⽤電源設備の使⽤⽅法等 

の確認を継続して実施するとともに、参集職員への周知を図る。 

オ ⾮常⽤電源設備を有する施設の燃料供給体制の確保（市⺠安全課、各施設管 
理者） 

被災後の燃料供給については、既に愛知県⽯油商業組合春⽇井⽀部と「災害 

時における物資調達に関する協定」を締結している。被災後に迅速な⽀援を受 

けることができるよう、⽇頃から当組合春⽇井⽀部と被災時の燃料供給⽅法等 

について調整を⾏い、体制を確⽴する。また、各施設は可能な限り独⾃で燃料 

を確保できるよう供給⽅法などの明確化を図る。 

カ 公⽤⾞等の燃料の確保（各公⽤⾞管理課） 
平常時における公⽤⾞等のタンク内のガソリン充填基準等の設定を検討する。 

キ 受⽔槽等残量使⽤に係るルールの周知（各施設管理者） 
被災後に断⽔となった場合、受⽔槽⼜は⾼架⽔槽に残っている⽔を有効に使 

⽤するため、⽇頃から⽔槽が被災した場合を含めた使⽤に係るルールに基づい 

た調査を継続して実施するとともに、職員への周知を図る。 

ク 下⽔道の被災状況の把握（各施設管理者） 
下⽔道共⽤区域にある施設について、被災後にトイレの使⽤が可能かどうか 

把握するため、下⽔道設備の被災状況を把握するための⼿段を定める。 

ケ 災害時のトイレ使⽤（各施設管理者） 
下⽔道機能が⿇痺した場合の各施設における職員のトイレ使⽤について、⽇ 

頃から対応策を検討し、周知を⾏う。 

コ 各施設等における通信⼿段の保有状況の把握及び周知（市⺠安全課、各施設 
管理者） 

被災時において迅速に通信⼿段が選択できるよう、各施設及び各所属におけ 

る固定電話、携帯電話、防災⾏政無線等の保有状況及び災害時優先電話登録の 

有無を最新版に更新し、職員に周知を⾏う。 
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サ 庁内ＬＡＮの仕組みの周知（情報システム課） 
被災後、迅速に業務を遂⾏するため、各施設における通信の運⽤・使⽤⼿順 

等について全庁的に周知し情報を共有する。 

シ 各施設の被災時の空調使⽤及び運転再開に係る業者との確認及び周知（各施

設管理者） 
被災後、電⼒及び都市ガスが復旧した場合に、各施設の迅速な空調の運転再 

開ができるよう、⽇頃から点検業者等と確認を⾏い、その⼿順等について職員 

への周知を図る。 

ス 各施設の被災時のエレベータ使⽤及び運転再開に係る業者との確認及び周知
（各施設管理者） 

被災後、電⼒が復旧した場合に、各施設の迅速なエレベータの運転再開がで 

きるよう、⽇頃から点検業者等と確認を⾏い、その⼿順等について職員への周 

知を図る。 

セ 職員に対する飲料⽔・⾷料の⾃助による準備の周知徹底（市⺠安全課） 
職員個⼈が７⽇分の飲料⽔・⾷料の⾃助による準備を⾏い、参集時に最低３ 

⽇分の飲料⽔・⾷料を持参することで職務の円滑な実施につながることを⽇頃 

から職員に対する意識啓発を⾏う。 

また、備蓄のための飲料⽔・⾷料のあっせんを⾏う。 

ソ 救急セットの備蓄の推進（⼈事課） 
負傷者や急病⼈等のうち、緊急性の低い軽症者に対し可能な応急⼿当を施せ 

るよう、必要な救急セットの備蓄を推進するとともに、職員⽤の救護所の確保 

に努める。 

タ 各災害時応援協定の連絡先、連絡⽅法等の更新（市⺠安全課） 
本市で締結している災害時応援協定について、被災後にスムーズな応援要請 

ができるよう、適宜相⼿⽅の連絡先、連絡⽅法等を更新する。 

チ 各災害時応援協定の種類別の割り当て（市⺠安全課） 
本市で締結している災害時応援協定について、被災後にスムーズな応援要請 

ができるよう、災害対策本部の役割と照らし対応する部署に割り当てを⾏い、 

体制を整備する。また、新規に締結した協定についても、速やかに割り当てを 

⾏う。 
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ツ 災害時応援協定の締結による協⼒体制の確保（各所属） 
業務継続⼒を確保しつつ、災害復旧・復興業務を実施するため、それぞれの 

所属において協定等の締結を推進するとともに、平常時から連絡体制を確認し、 

協定等の実効性の確保に努める。 

テ 委託業者及び指定管理者との連携体制の確保（各所属） 
業務遂⾏にあたり委託業者⼜は指定管理者との連携が不可⽋な業務について 

は、⽇頃から被災後の連携体制について調整を⾏い、体制を整備する。 

ト 本計画に基づく研修・訓練の実施（市⺠安全課） 
被災後において、本計画に基づく体制がスムーズに機能するよう、職員に対 

する参集・図上訓練を実施するとともに、研修等を通じて本計画の点検、⾒直 

し等も⾏う。 

ナ ⾮常時優先業務の実施⼿順書（運営マニュアル）の作成・⾒直し（各所属） 
被災後において、業務を迅速に遂⾏するため、選定した⾮常時優先業務ごと 

の実施⼿順書（運営マニュアル）の作成・⾒直しを⾏う。 

ニ ⾮常時優先業務の実施⼿順書と災害時職員⾏動マニュアルとの整合（市⺠安
全課） 

上記トで作成した実施⼿順書と既存の災害時職員⾏動マニュアルの内容を整 

理し、より分かりやすいマニュアルとなるよう随時更新する。 

ヌ 個別計画の策定・推進（各所属） 
本計画では、地震による被災を想定した上で業務を継続できる仕組みを検討 

している。情報システムや上下⽔道など、他分野における業務継続計画の策定 

を推進するとともに、その⽀援を積極的に実施する。 
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７-２ 業務継続管理 

本計画に基づいて⾮常時優先業務を効率的に遂⾏するためには、平時から各所属

で 適 切 に 業 務 継 続 体 制 を 管 理 す る こ と が 重 要 で あ り 、 業 務 継 続 マ ネ ジ メ ン ト

（BCM：Business Continuity Management）を推進していく必要がある。 

職員全員が⾮常時優先業務の重要性を理解し、個々の職員に課せられた役割を確

実に果たせるように、PDCA サイクルを通じて、継続的に訓練等を実施する。 

PLAN：計画の策定、BCM の推進体制と役割 
DO：対策の実施、教育・訓練の実施 
CHECK：点検・是正措置 
ACTION：計画の⾒直し 

 

７-３ 非常時優先業務の実施手順 

本計画では、⾮常時優先業務の業務を選定したにとどまり、被災時にその業務を

迅速に実施するためには、⽇頃から詳細な⼿順を作成しておくとともに不断の⾒直

しを⾏い、その⼿順に従い、教育・訓練を⾏う必要がある。 

そのため、次のとおり、今後必要な対策を⾏う。 

（１）各所属は、本計画で選定した⾮常時優先業務の実施⼿順書の作成・⾒

直しを⾏う。 

（２）市⺠安全課は、各所属の実施⼿順書と既存の災害時職員⾏動マニュア

ルについて 整合を図り整備していく。 
 

７-４ 計画の検証・改善 

本計画は、本編で⽰す事項により、必要に応じて検証及び改善を⾏うものとする。 
 
 
 

•03 点検•04 見直し

•02 対策•01 計画
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